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＜第４講義＞地方自治と地方財政をめぐる現状と課題

静岡大学教授

川瀬憲子

はじめに

私は地方財政を専門にしており、今、自治

体問題研究所の副理事長を務め、その関係で

自治体学校の学校長を仰せつかっております。

政府間財政関係で国と地方の財政関係がどう

なっているのかがきょうの話の柱です。ひと

言で言えば、財源が中央に集中し、集権型国

家システムに移行しているということです。

ここでは、地方交付税と「地方創生」の２つ

を取り上げますが、交付税はますます財源保

障機能の弱体化と行政部門の市場化に向かっ

ています。また「地方創生」は、「まち・ひと・

しごと地方創生」政策との関係で成果主義に

つながっています。私の言葉でいえば、集権

的な政策誘導によって「集約型国土再編」が

促されているのですが、それが実際に自治体

財政や市民生活へどのような影響を与えたの

かについて、静岡市の事例で紹介したいと思

います。

現在の社会的背景をみると、少子高齢化が

進み、人口減少時代に入っています。グロー

バル化のもとGAFAM（グーグル・アマゾン・フ

ェスブック・アップル・マイクロソフト）と

言われる企業などに富が集中し、多国籍企業

が租税回避をしているという大きな問題があ

ります。

一方、国内では所得格差と地域間格差が拡

大し、正規雇用が減り非正規雇用の拡大しワ

ーキングプアが増えています。自治体で働く

労働者に中にも非常勤職員の割合が増え、官

製ワーキングプアが増えているのです。

私が勤めている静岡大学は 2004 年に法人

化となり、そのあと非正規職員が増え今や６

割を占め、教員も任期付きが増え、非常に不

安定雇用になってきています。さらには相対

的貧困率が高く、子どもの6人に1人が相対

的貧困にあると言われています。先進国の中

では格差貧困が突出し、コロナ禍でさらに格

差が拡大する一方、改憲に向けた不穏な動き

が進んでいます。

地方自治で大きな影響を与えている 32 次

地方制度調査会答申「2040年頃から逆算し顕

在化する諸課題等に対応するために必要な地

方行政体制のあり方等に関する答申」が出さ

れました。

「自治体戦略2040構想」から32次地制調、

そして現在の様々な政策へと展開してきてい

ます。改憲をめぐる情勢としては、自民党憲

法改正草案（2012）が出されて以降、憲法の

理念である「国民主権」、「基本的人権」、「平

和主義」、「地方自治の本旨」を全てひっくり

返すような内容になっています。さらには沖
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縄の辺野古新基地の問題など、地方自治がま

すます形骸していく流れがある中で2021年5

月に国民投票法改正案が出てきました。

第二次安倍政権以降、安倍・菅政権の流れ

としては、2013年 特定秘密保護法制定、2014

年 集団的自衛権を容認、2015年 安保法制、

武器輸出三原則廃止し防衛装備移転三原則を

決められ、大学の軍事研究費が大幅増加し、

さらには2017年 共謀罪法が強行採決しまし

た。そして今、日本学術会議の任命拒否問題

が出てきています。

「地方自治の本旨」と諸説

日本国憲法に規定されている「地方自治の

本旨」をめぐっては、諸説ありますが、私た

ちは、第８章「地方自治」４カ条（92条～95

条）にかかわっては、「固有権説」（人間の基

本権ないしこれに類する固有の権利であると

する見解）という立場です。現在の憲法のも

とでは基本的人権が保障される中で地方自治

が規定されています。

そこで最初に地方自治とは何かということ

をおさえておきたいと思います。

地方自治とは何か

「団体自治」、「住民自治」ということでは、

現行憲法では、双方を含む概念として地方自

治が規定されています。地方自治とは、「住民

自治を基礎として団体自治が確立すること」

であり、「住民が生産と生活のための共同社会

的条件を創設・維持・管理するために、社会

的権力としての自治体をつくり、その共同事

務に参加し、主人公として統治することであ

る」（ 宮本憲一『増補版 日本の地方自治 そ

の歴史と未来』自治体研究社、2016年）─と

し、住民主権をここで規定されています。

それをふまえた上できょうのテーマである

地方交付税、「地方創生」をめぐる課題につい

て、実際に何が起こっているのかについてみ

ていきたいと思います。

地方交付税と「地方創生」をめぐる課題

地方交付税は段階的に「トップランナー方

式」（2016～) が導入され、上位3分の1を基

準として、一定の行政サービスを「指定管理

者」、あるいは民間委託、民営化へシフトさせ

る政策がとられました。

「地方創生」政策は2015年から始まり、各

自治体で地方版総合戦略策定を努力義務とい

う形で行わせ、成果主義、数値目標の達成率

を基準に、国が交付税の算定基準を査定し、

「地方創生」という名のもとにコンパクトシ

ティなども含む集約型国土再編が行われまし

た。

いま改めて維持可能なセーフティネットの

構築、基礎自治体（市町村）の役割の重要性

が増す中で、住民自治、住民参加、住民協働

参画、住民主権をどのように構築するべきか

が課題になってきています。

そこで、政府間財政関係の再編についてお

おまかな動きを整理したうえで、地方交付税

と「地方創生」、さらに静岡市の事例について

詳しく見ていきたいと思います。

Ⅰ 政府間財政関係の再編─財源の中央集中

と集権型国家システム

「分権改革」から「地方創生」政策の流れ

1995 年以降の流れをふりかえると 地方

分権推進法（2000年）ができ、地方分権一括

法機関委任事務の廃止となり、法定受託事務、

自治事務、国の直接執行事務へ再編成されま

す。
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「集権的分散システム」と東大名誉教授の

神野さんは言われていますが、その中で「三

位一体の改革」（2003～2006年）では 9.8兆

円の補助金と交付税削減がされ、3 兆円税源

移譲が行われましたが、地方財政は非常に厳

しくなり、この間に「平成の大合併」が推進

されました。さらには2012年に第二次安倍政

権が発足し、2014年 消費税増税、「国土のグ

ランドデザイン2050」、「まち・ひと・しごと

創生法」が成立しました。この辺りから「集

約型国土再編」の流れが強められていきます。

さらには 32 次地方制度調査会中間報告が出

され、2020年に菅政権となり日本学術会議会

員の任命拒否問題が出てきます。

「地方創生」との関係で言えば、「第二期

地方創生総合戦略（地方版総合戦略）」に入っ

ているのですが、ちょうど同じ時期に、新型

コロナウイルスによるパンデミック、コロナ

関連予算の問題、そして今、コロナのワクチ

ンをめぐるいろいろな問題等が出てきていま

す。

さらにはこの間の参議院本会議で 2021 年

デジタル関連6法案（「デジタル庁設置法」含

む）が可決され、デジタル庁を中心としたト

ップダウンによる「集権的なシステム」がデ

ジタルという名のもとに強まっていくことが

危惧されます。

「デジタル社会基本形成基本法」「デジタル

社会形成整備法」「公金受取口座登録法」「預

貯金口座管理法」「自治体システム標準化法」

マイナンバーとの紐づけなどがこの中に含ま

れ、個人情報保護の課題等が強まっていくと

想定されます。

集権型国家システムへの再編と財源の中央

集中

この間の動きをさらに詳しく見ると、ます

ます集権型国家システムへと再編されている

ことがわかります。「三位一体の改革」では、

国税から地方税に３兆円の税源移譲が実施さ

れましたが、そのあと「国税への集中化」が

みられます。 2008年に法人事業税の一部が

国税化し、地方譲与税化 2012年「一括交付

金」（地域自主戦略交付金）廃止、2014年度と

2016 年度 法人住民税の一部交付税の原資化

（地方税が国税に）が行われました。

結局のところ、国と地方の関係で見ると

2007年では 国税と地方税の割合（税源配分）

が57：42でした。「三位一体改革」が行われ

たあたりは、かなり地方税の割合が増えた時

期です。ところが今、ますます地方税の割合

が減り、国税へシフトしていっていることが

大きな特徴として言えます。「三位一体改革」

前の水準に戻ったといえます。

国税対地方税を見ると、現在３：２です。

ただここには交付税、補助金が入っているの

で、これを差し引き歳出（純計）で見ると逆

になって２：３、大体地方は６割の活動をし

ていますが、財源は４割しかありません。以

前は３割自治と呼ばれていたのが、今は４割

自治になっています。

政府予算の特徴と地方財政計画

① 予算規模の拡大

2021年度の予算規模は106兆6097億円（コ

ロナ予備費 5 兆円含む） ②防衛関係費の増

加「中期防衛力整備計画」（2019～2023年度）

があります。 過去最高額更新した2014年度

以降だけでみても、5000億円増えている。一

方では社会保障関係費の伸びを抑制し 2017
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年度 1400 億円、2018 年度 1500 億円見直し

（医療、介護、生活保護など）と自動的に増

える部分があるにしてもどんどん削減してい

ます。

さらに2021年度は「社会保障関係費の実質

的な伸びを高齢化による増加分におさめると

いう方針を達成」ということで、どんどんと

社会保障費は削減されています。

一方、地方財政で見ると国が 47 都道府県

1718市町村の予算基本計画ということで、地

方財政計画が作成されるのですが、その中身

はかなり厳しいものとなり、交付税見直し、

人件費削減、一方で投資的経費である地方単

独事業を拡大させようという中身になってい

ます。

社会保障分野の見直し

昨年度（2020年度）から社会保障分野の見

直しするための行程表も出ています。自営業、

退職後の方、非正規労働者等国民健康保険の

加入者は多いですが、この国民健康保険制度

の見直し、法定外繰入等を解消し、さらに厳

しい制度となります。また、医療費適正化計

画（第4期）という名の下で自主的負担を求

めます。

後期高齢者の医療制度については医療費の

地域差縮減を謳い文句にし、厳しい制度とな

るように手をつけられています。

社会資本整備分野の見直し（2020年度～行

程表）をはかり、インフラ長寿命計画 、

PPP/PFI 事業を推進する。スマートシティ、

スーパーシティを強力に推進していくという

のが今年度に引き継がれた国の大きな方針と

なっています。

地方行財政分野の見直し（2020年度～行程表）

地方財政分野でも自治体の DX 計画とデジ

タル人材確保と称し、デジタルというのがい

よいよ自治体財政のところにも大きな影響を

与えることとなりました。さらに水道・下水

道の広域化計画です。私の地元静岡県浜松市

は下水道のコンセッションということで、フ

ランスのヴェオリア系企業に 20 年間の経営

権を譲渡してしまいましたが、こういった方

向性も強まる一方で、さらなる広域連携へと

いう流れになっています。

地方財政計画の方針

財政制度審議会の方針（2017 年）として、

国は地方歳出を抑制し、財政の改善等や、「ま

ち・ひと・しごと創造事業費」等にかかわる

事業の水準について縮小する必要があること、

また給与関係経費については厳しくするとい

うさまざまな方針を出し、こういうことをふ

まえると自治体の公務員数も大幅に削減して

いくという内容が盛り込まれています。

地方財政審議会の意見としては、地方公務

員の数はピーク時の328万人（1994年度）に

比べると274万人（2014年度）にまで大幅な

減となっており、社会保障等の対人サービス

を提供するためにはマンパワーの確保が重要

で、これ以上地方公務員の数を減らすことは

限界にきていると言われています。2021年度

については276万です。

地方財政計画の動向（2021年度）

給与関係費は20.1兆円で1376億円減とな

っています。一方、借金の元利払いである公

債費は11.8兆円で0.7％増えています。投資

的経費は直轄・補助分が減少、地方単独分が

1.6％増えています。 歳入面をみると地方税
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についてはあくまで見込みですが、38兆円と

6.5％減ります。

臨時財政対策債は本来であれば交付税で保

障すべきものを地方に割り当てられています。

地方債の発行については地方の自主性として

も、発行となると後年度の地方交付税に振り

替えられますが、100％金額が保障されるもの

ではありません。ただ、この地方債が今年は

5.4 兆円とほぼ倍増し、74.5％増となってい

ます。地方財政の中で、交付税の影響が出て

くることが見込まれています。

Ⅱ 地方交付税― 財源保障機能の弱体化と

行政部門の市場化

昔は国税三税（所得税、法人税、酒税）で

したが消費税が加わり、地方法人税が今は国

税化されました。

消費税については昨年度までは 20.8％で

したが、消費税率が引き上げられ税収が増え

たことを名目にして 2020 年度 20.8％交付税

を19.5％と減らしています。

地方交付税の推移をみると、2008年頃、ち

ょうど「三位一体の改革」が終わるあたりま

で、交付税が削減されました。リーマン・シ

ョックがあり、また一時的に民主党に政権交

代した時期は増えましたが、第二次安倍政権

以降、交付税は減り続けています。ただ昨年

度、今年度は消費税増税の関係で少し増えま

したが、「三位一体の改革」前の水準よりは低

いままです。

以前は、不交付団体を増やしていくという

方針のもとで200団体ぐらいありましたが、

2017 年は 76 ぐらいで、ほとんどの自治体が

地方交付税を受けているのが現状です。

地方交付税トップランナー方式

2016 年度からトップランナー方式が導入

されました。学校用務員、学校給食、ごみ収

集の民間委託、指定管理者制度導入、庶務業

務の集約化等と 16 業務の見直しすることを

前提として交付税を計算しました。

例えば、小学校の用務員について言えば、

見直し前の 1 校当たりの水準 370 万円を 290

万円と減らしています。学校給食、公園管理

の一部は素置かれていますが、かなりの部分

で削減されました。

情報システムの運用についてはクラウド化

（2017年度）することを前提に単価が引き下

げられました。2016年度、2017年度、2018年

度、2019年度以降というふうに計画が進めら

れて、基本的にはトップランナー方式の適用

で財政誘導という形で民間委託などが促進さ

れました。結果、給与費に入っていたのが委

託料にシフトされ、それを前提に計算するこ

ととなっています。

この間、市民生活に必要な行政サービスが

軒並みトップランナー方式で計算されるよう

になりました。また、指定管理者制度になる

と正規雇用が非正規雇用となり、その中でも

特に専門性の高い職種でも交付税による誘導

が進められてきました。

基準財政収入額見直しとその影響

徴税の上位3分の1をモデルとして厳格化

し、実効的な徴税対策として滞納者への取り

立て強化している自治体には交付税計算には

配慮するという流れがあります。そして、交

付税を用いた人件費の抑制と民間委託・民営

化の拡大、市場化テスト、指定管理者制度

（2003年度～）などが全国の公共施設（図書

館、博物館、保育所など）で導入され推進さ
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れてきました。2020年全地方公共団体の職員

数は約270万ですが、特に福祉関係、教育部

門のところに大きな影響を与えていると思い

ます。

2021年度 普通交付税の算定方法改正

2021 年度の普通交付税の算定見直しをみ

ると、①「地域デジタル社会推進費（仮称）」

2000億円（道府県分800億円、市町村分1200

億円）をつくり、人口を基本として地域住民

対象の取り組み（1/2）、地域企業対象の取り

組み（1/2）をやっているかどうかを半分ずつ

カウントするとなっています。

②「まち・ひと・しごと創生事業費」1兆円

は変わりませんが、これも地域の元気創生事

業費 4000 億円、人口減少等特別対策事業費

6000億円が入っていて、地域の元気はラスパ

イレス指数、経常的経費削減率、地方税徴収

率、クラウド導入率など行革努力についてカ

ウントしています。

さらには1次産業産出額、製造品出荷額だ

けではなく、このコロナ禍において宿泊客、

若年就業率、女性就業率など地域経済活性化

に寄与しているかを査定する、という過酷な

内容です。第2期「まち・ひと・しごと総合

戦略」については、今までは取り組みの「必

要度」に応じた算定でしたが、今後は取り組

みの「成果」に応じた算定とするということ

になっています。

③保健所の恒常的な人員体制の強化 ④児

童虐待防止対策の体制強化については、コロ

ナ禍のもとで社会問題化している事案で、よ

うやく人員体制の強化ということが入ってい

ます。ただ一方では、⑤業務改革の取組等の

成果を反映した算定、⑥2021年度から国勢調

査（2020年度）の人口を交付税の算定にする

ことに加えて、⑦その他、会計年度任用職員

制度の期末手当は交付税ではざっくりとした

包括算定経費（人口）で行われます。

Ⅲ「地方創生」―成果主義と集約型国土再編

いま、地方交付税でどのような財政誘導が

なされているのかを見てきましたが、今度は

「地方創生」でどういう流れになっているの

かについて見ておきましょう。

2014年 5月「増田レポート」で日本創成会

議の人口減少問題｣検討分科会による提言 で

『成長を続ける21世紀のために「ストップ少

子化・地方元気戦略」』が出されましたが、そ

の日本創成会議が指摘した内容を国レベルで

制度化したという流れになっています。

「増田レポート」で 2040 年（25 年後）に

は896の自治体が消滅の恐れがあると指摘し

れたことにショックドクトリンではないかと

いう指摘を私たちはしました。

さらには「まち・ひと・しごと創生法」が

でき、「まち・ひと・しごと創生戦略」に沿っ

た形で策定させ、内閣府が所轄するもとで地

方創生推進交付金などいろいろな予算がつき

ました。そして毎年１兆円計上されていると

いう流れになっています。

人口ビジョン（推計値）を策定させ、そし

て成果の目標を出させ、PDCAで検証（査定は

政府）、KPI（重要業績 評価指標）による評価

を行うという流れは変わっていません。

そこに加えて、「国土のグランドデザイン２

０５０～対流促進型国土の形成」(2014）がつ

くられた。これが「小さな拠点」と高次地方

都市連合と称し、コンパクトプラスネットワ

ークという国の方針を形づける内容となり、

そこでは攻めのコンパクト・新産業連合・価

値創造の場づくりなどなどの基本戦略が出た。
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そして、 開発方式としてはヒト・モノ・カネ

を三大都市圏に集中させ、スーパーメガリー

ジョンとリンクさせ、その中にリニア中央新

幹線（事業主体JR東海：予算規模約9.8兆円

うちすでに３兆円財政投融資）も入っていま

す。リニア中央新幹線をめぐっては私の地元

静岡でも大井川の水が毎秒２トン減るという

いのちの水にかかわっています。水の問題、

大規模土石流災害等の危険性の高まりや環境

破壊にかかわるについて考慮がなく、今、見

直しを求める要求など知事を先頭に動いてい

ますが、これは国策の中に入ってしまってい

ます。わたしはこれを全部ひっくるめて「集

約型国土再編」と呼んでいます。

これまでの国土計画は「全国総合開発計画

（一全総）」、「新全国総合（二全総）」、三全総、

四全総、「21世紀の国土のグランドデザイン」、

そして2008年に国土形成計画になり、そして

第二次国土形成計画という形で、今、述べた

ようなグランドデザインができました。現在

ではここにスーパーメガリージョン構想が加

わっています。

さらにこの国土計画には、国土形成計画法、

国土利用計画法があり、さらに都市地域、農

業地域、森林地域、自然公園地域、自然保全

地域のすべてにかかわるような基本の法律で

あり、この影響について見ておかないといけ

ません。

そしてこの国土計画は、日本型コンパクト

シティ、立地適正化計画、公共施設統廃合と

もリンクしています。

2016 年にコンパクト＋ネットワークとい

う国の方針のもとで、2020年までに150自治

体で、「立地適正化計画」の策定をすすめてい

ます。そして、公共施設を統廃合や見直しを

することで「公共施設等適正管理推進事業債」

創設することができるとし、ここではかなり

国が財政的優遇する内容となっています。

この財政誘導装置は 2017 年～2022 年の 5

年間で、国庫補助事業を補完、つまり、国の

補助金のついたいろいろな公共事業を補完し

ます。国庫補助の単独事業またはそれと一体

となって実施される地方単独事業がふくまれ

ます。立地適正計画、都市機能、居住誘導区

域内で実施することが前提とし、国の方針に

したがって政策を実施すれば、補助率嵩上げ

をします。借金をしても半分までは地方交付

税で算入されます。以前、市町村合併のとき

に合併特例債を発行しても、交付税が7割措

置されました。今は公共施設統廃合、あるい

はコンパクトシティを推進すれば国の措置を

増やすという内容になっています。

例えば、2017年度だけでも適正管理推進事

業債は、地方財政計画での予算 3500 億円、

2018 年度 4800 億円という形でかさ上げをさ

れてきました。

①集約化・複合化事業すると借金できる割

合である充当率 80％、交付税措置率 50％、

公共施設等総合管理計画として公共施設の集

約化、複合化、延べ床面積の減少の要件、 既

存施設の廃止は５年以内（2017年度～2021年

度）②長寿命化事業 ③転用事業 ④立地適正

化事業 ⑤ユニバーサルデザイン事業（2018

年度新設）⑥市町村役場機能緊急保全事業 ⑦

除却事業等の主な個別施設計画を策定する。

つまり計画を出させて、その計画に対して

何％達成できているかが、一覧表で示されて

います（資料：主な個別施設計画策定状況）。

こうした政策は、地方の単独事業であったと

しても、計画を策定させて達成率をもとに査

定されて評価につながっています。このよう

な政策誘導による成果主義がますます強くな
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っています。

Ⅳ 自治体財政や市民生活への影響─静岡市

の事例─

静岡市は人口70万人弱で、2003年 静岡市

と清水市合併（その後2町編入）し、2005年

政令指定都市に移行しました。静岡市は合併

特例債事業（2003年度～2012年度）、地方交

付税特例期間終了後の影響し地方創生交付金

事業、CCRCなどの集約連携型都市圏、立地適

正化計画を進めています。

総合戦略を最初に策定させ、今、第二期に

入っています。静岡市公共施設統廃合計画と

集約化というのも国の政策にのる形で計画し

ています。例えば、2017～2018 年度 1.5 万

㎡、2019～2023 年度 約 3 万㎡の公共施設面

積を縮減します。その計画には福祉施設、教

育施設、文化施設などの統廃合、民営化など

が入り、さらには都市計画マスタープランに

おいての中で同時に集約連携型都市構造に転

換をさせていきます。

５年ごとに数値目標を出させ、そこに向か

って進められているかの点検がなされること

については、私は期限付きの財政誘導の影響

があるかを注視しています。

具体的にみると静岡市公共施設等統廃合計

画(2016）、高齢者福祉施設（複合化・統廃合）、

障害者福祉施設（民営化）、 保健・医療施設

（保健福祉センターの廃止、診療所の複合化・

民営化）、学校教育施設（小中学校の統廃合,

給食センター民営化）、児童施設（こども園の

統廃合・民営化、児童クラブ廃止等）、スポー

ツ施設（統廃合・複合化・民営化）、リクリエ

ーション施設（統廃合、、民営化）、文化等施

設（廃止、統廃合・民営化）、図書館（複合化）、

駐車場・駐輪場（統廃合、民営化）、防災・消

防施設（複合化）等々が計画され、実際に計

画が進められているかについては中身のチェ

ックが必要ですが、各分野において細かな計

画が策定されています。

拠点地域への都市機能誘導と清水開発計画

─津波浸水区域への誘導

静岡市の事例で市民運動に繋がっている

政策が、６つの拠点への都市機能誘導計画で

す。静岡駅、清水駅、東静岡駅周辺などに集

約していく政策です。特に、清水の都市機能

誘導区域は海に面しており、港のすぐ隣に清

水駅があり、この清水駅周辺の市庁舎、区役

所、総合病院、子育て支援センター、地域福

祉推進センター、大学、博物館、大規模ホー

ル、図書館など施設を集約させ、大規模な公

共投資を行う計画となっています（ただし、

2020年度に、コロナ禍の影響を受けて市財政

がひっ迫したため、一部の大規模事業は見直

されています）。

立地適正化計画（国土交通省）では、市街

化区域内の居住誘導区域（居住を誘導するエ

リアを設定）では公共交通機関を再編する内

容になっています。一方、へき地はどんどん

見直されており、すでに中心部から離れたバ

ス路線の見直しが進められています。

暮らしの拠点を半径 500ｍに集積し、アセ

ットマネジメントによる公教育施設や福祉施

設などの 統廃合計画とセットで展開すると

いうのが大きな特徴です。

清水駅周辺への都市機能集約―「暮らしの

拠点」づくりと極度なコンパクトシティ構想

清水庁舎移転計画は、当初、清水駅に隣接

する公園に移転する計画で、内陸部にある独

立行政法人桜ヶ丘病院を、清水庁舎跡地に移
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転する計画になっていました。庁舎跡は海に

近いところにあります。

拠点となる区役所と病院を海の近くに津波

危険区域への清水庁舎移転し集約をすること

で、静岡市長は推進、静岡県知事は反対とい

う立場をとっています。さらに都市機能誘導

区域に加えて、居住区域も誘導するという内

容となっています。

国交省方針に則った形で集約型のまちづく

りを進めていますが、その前提にいろいろな

問題があると思われます。

海の近くにある清水駅は津波浸水区域です。

南海トラフ巨大地震がいつくるかもわからな

い状況のもとでは避難計画、防災計画等をつ

くっていかなければいけないですし、わざわ

ざ津波危険区であるところに集約させていく

のかということで、清水庁舎移転見直しを求

める署名 5万 2281 筆（2020 年 6 月）も集ま

りました。

その前には、清水駅の前に火力発電所３基

を誘致する計画もあり、そのときも反対署名

が数多く集まり、中止となったことは本（清

水まちづくり市民の会『まもろう愛しのまち

を―ＬＮＧ火力発電所計画撤回の歩み』静岡

新聞社、2020年）にもなりました。私も少し

執筆させていただいています。

いま、地元市民による反対意見と代替案と

しての市民提案を行っています。「清水庁舎は

津波浸水区域（海抜 2ｍほど）に立地してい

ます。第4次地震被害想定では 最大1.4ｍの

津波が想定される。地元市民は、清水桜が丘

公園は内陸部に移転することを求める」要望

書を提出しています。

静岡市は用途地域の変更手続きの煩雑さな

どを理由に否定しましたが、県（川勝知事）

は「人の命にかかわる問題であり、内陸部の

桜が丘公園が望ましい。現在の桜ケ丘病院は

海抜 8ｍにあり、都市公園法の問題は県の権

限として対応できるように配慮する」という

立場です。

現在では、清水庁舎移転は凍結となり、桜

が丘病院を海のすぐ近くにある清水駅に隣接

する公園に、直接移転させる計画に変更され

ました。それをめぐる行政と市民の対立も続

いています。

全国的に津波浸水区域に住宅誘導

現在、「立地適正化計画」にまちの集約を掲

げる自治体の約9割で、津波浸水リスクの高

い地区にも居住を誘導しています。特にハザ

ードマップでは1ｍ以上の浸水で床上、3ｍ以

上で2階まで浸水します。そういったところ

に集約するような自治体もあります。

日本経済新聞社による人口 10 万人以上の

54 都市対象の聞き取り調査では、48 市で 1

メートル以上の浸水想定区域の一部が居住誘

導区域であることが明らかになっている。内

陸部に居住者はまちなかに住みことを誘導し

ています（『日本経済新聞』 2018年 9月 2日

付）。

地理的な要因で津波浸水区域を除くことが

困難なケースもあるが、広島県東広島市では

居住誘導区域に浸水（2018年西日本豪雨）し

た。防災計画と切り離して、津波浸水リスク

の高い地域に居住誘導することへの疑問を持

ちます。

おわりに ─地方財政権の確立と住民主権

地方交付税、あるいは「地方創生」によっ

て財政誘導あるいは推進している政策をひと

言で言えば、「集権型国土再編」ではないかと

思います。改めて、財政誘導装置としての交
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付税・補助金に焦点を当てながら流れを概括

してきました。これは中央集権型システムへ

の統治機構の再編過程と捉えることができる

のではないかと見ています。

地方分権推進法が1995年につくられ、国会

の満場一致で可決され、地方分権という名の

もとにさまざまな政策が進められてきました。

特に第二次安倍政権以降は分権という言い方

はされず、むしろ集権型となりました。

デジタル庁設置、デジタルファシズムが進

み集権システムの加速化していくのではない

でしょうか。さらには地方交付税のトップラ

ンナー方式により、成果主義への転換、さら

に行政サービスの市場化が進行を前提に進め

られています。

ナショナル・ミニマム保障という意味での

財源保障機能がますます低下しているのでは

ないかと懸念されます。さらに「地方創生」

政策は、病院の統廃合で見ても同じような課

題が出てくるように思います。今、424 病院

を再編するということで、このコロナ禍にお

いて法案を可決し、予算案へと進めています。

つまり、公立・公的病院の病床削減や統廃合

したら予算を措置するという仕組みがつくら

れています。さきほど事例として紹介した桜

ケ丘病院はその424病院に入っています。静

岡県内では13病院が挙げられています。その

中には、地元アンケートによって市民から重

要視されている病院も少なくありません。い

のちを守らないといけないときに、なぜわざ

わざ阻害するような政策が財政を誘導する形

でなぜ進められていくのでしょうか。

「地方創生」政策を「立地適正化計画」や

アセットマネジメントと連動させてすすめて

いる内容は、福祉や教育、文化施設などの統

廃合を含んでいます。特に大都市の保育所に

ついて待機児童も多いという中で、公共性の

強い福祉、教育分野に対する自治体の役割は

大きいものがあるにもかかわらず、大きく崩

されていく内容となっています。

都市機能や居住機能の集約を促す一方で、

タテ割り行政とのからみで防災計画が別に策

定されています。災害リスクの高まりがある

もと、タテ割りは別の政策がつくるのではな

く、まちづくり（地域づくり）という観点か

ら、都市計画と防災計画をリンクさせ市民の

生活権、環境権、生存権を保障する観点から

問題を立て直さないといけないと思います。

その意味で地方財政権と住民の主権の確立が

求められていると思います。

市民的公共性からの問題提起

恩師である宮本憲一先生の言葉を借りれば、

市民的公共からの問題提起として、公共施設

や公共サービスの公共性とは、①その存立す

る社会の生産や生活の一般的共同社会条件を

保証し、②特定の個人や企業に占有されたり、

利潤を目的として運営されるのではなく、す

べての国民に平等に安易に利用されるか、社

会的公平のために行われること、③その建設

管理にあたっては、周辺住民の基本的人権を

侵害せず、周辺住民の福祉を増進すること。

先ほど紹介した清水の事例は、この逆となっ

ています。ただ、大規模な公共事業計画は市

財政がコロナのもとでひっ迫していることか

らとりあえずはストップとなっています。④

その設置、改善の可否については、住民の同

意、あるいはすすんで参加・管理を求めうる

ような民主的手続きが保証されていること。

──これらが完全に守られないまますすめら

れている集権型、集約型の国土再編は非常に

問題があるということを強調しておきます。
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